
保 育 政 策 課 

 

議案第１０２号 

港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を 

定める条例について 

 

 

 区は、児童相談所を設置する市（区）に政令指定され、令和３年４月に児童相談

所設置市になります。 

 児童相談所設置市として、新たに幼保連携型認定こども園以外の認定こども園

の認定に関する事務を処理するに当たり、港区幼保連携型認定こども園以外の認

定こども園の認定の要件を定める条例を制定します。 

 

１ 制定根拠 

  就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第

３条第１項及び第３項の規定に基づき、制定するものです。 

 

２ 区が新たに処理する事務 

（１）幼保連携型認定こども園以外の認定こども園（幼稚園型、保育所型及び地方

裁量型）の認定、認定の取消し等を行います。 

（２）設置者に対する報告の徴収等を行います。 

 

３ 条例の内容 

  幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定めます。なお、

本条例で規定する要件は、国が定める参酌等の基準となる告示及び都が既に定

めている条例と同一の要件とします。ただし、満３歳児以上の食事について、国

の告示及び都条例は外部からの搬入を特例的に認めていますが、区は保育所と

同様に外部からの搬入を認めず、全ての園児に対する自園調理を義務付けます。 

 

４ 条例概要 

  別紙のとおり 

 

５ 施行期日 

  令和３年４月１日 
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港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の概要 
 

基本的事項 学級の編制 職員に係る基準 設備に係る基準 運営に係る基準 その他の基準 

趣旨（第１条） 

定義（第２条） 

認定こども園の類型 

（第３条） 

一般的基準 

（第１６条） 

 満３歳以上の子ど

もの共通利用時間に

ついては、学級を編成

すること。 

（第４条） 

【職員の配置基準について】（第５条） 

１ 認定こども園の長を置くほか、保育従事職

員及び調理員（調理業務の全部委託の場合を

除く。）を置くこと。 

２ 職員の配置は、認定こども園を構成する各

施設の職員の配置の基準を遵守すること。 

３ ２のほか、保育従事職員を以下のとおり置

くこと。 

（１）満１歳未満の園児 

   ３人につき１人以上 

（２）満１歳以上満３歳未満の園児 

   ６人につき１人以上 

（３）満３歳以上満４歳未満の園児 

   ２０人につき１人以上 

（４）満４歳以上の園児 

   ３０人につき１人以上 

４ 学級には専任の担任を１人以上配置する

こと。 

 

【保育従事職員の資格について】（第６条） 

１ 満３歳未満の子どもに対する保育従事職

員は、原則として保育士としての登録を受け

た者であること。 

２ 満３歳以上の子どもに対する保育従事職

員は、原則として、幼稚園教諭免許状を有し、

かつ、保育士としての登録を受けた者である

こと。 

３ 学級担任は、原則として幼稚園教諭免許状

を有する者であること。 

４ 共通利用時間以外における保育従事職員

は、原則として保育士としての登録を受けた

者であること。 

 

【園長について】（第１２条） 

１ 幼稚園型のうち並列型及び年齢区分型は、

幼稚園又は保育機能施設の施設長とは別に

認定こども園の長を置くこと（兼任可）。 

２ 認定こども園の長は、教育及び保育並びに

子育て支援を提供する機能を総合的に発揮

させるよう管理及び運営を行う能力を有し

ていること。 

１ 建物等は、原則として同一の敷地内又は

隣接する敷地内に設置されていること。 

２ 認定こども園を構成する幼稚園は、幼稚

園設置基準を満たすこと。また、共通利用時

間以外の保育室の面積は、子ども１人につ

き１．９８㎡以上とすること。 

３ 認定こども園を構成する保育所は、港区

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準

を定める条例に規定する基準を満たすこ

と。 

４ 認定こども園を構成する保育機能施設

は、乳児室又はほふく室、保育室、遊戯室、

屋外遊戯場、医務室、調理室及び便所を設け

ること。 

５ ４に掲げる乳児室、ほふく室、保育室、遊

戯室又は便所は、原則として１階に設ける

こと。 

６ ４に掲げる乳児室又はほふく室の面積

は、満２歳未満の子ども１人につき３．３㎡

以上であること。 

７ ４に掲げる保育室又は遊戯室の面積は、

満２歳以上の子ども１人につき１．９８㎡

以上であること。 

８ ４に掲げる屋外遊戯場の面積は、満２歳

以上の子ども１人につき３．３㎡以上であ

ること。 

（第７条） 

【食事について】（第８条） 

１ 食事を提供するときは、自園で調理する

方法により行うこと。 

２ 献立は、できる限り変化に富み、園児の健

全な発育に必要な栄養量を含有するもので

あること。 

３ 食品の種類及び調理方法について栄養並

びに園児の身体的状況及び嗜好を考慮する

こと。 

４ 調理は、あらかじめ作成された献立に従

って行うこと。 

５ 園児の食を営む力の育成に努めること。 

 

【教育・保育の内容について】（第９条） 

１ 教育及び保育の内容は、幼保連携型認定

こども園教育・保育要領を踏まえるととも

に、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に

基づくこと。 

２ 教育及び保育の内容は、子どもの１日の

生活リズム、集団生活の経験年数が異なる

ことなど認定こども園固有の事情に配慮す

ること。 

 

【子育て支援について】（第１１条） 

１ 保護者の要請に応じて適切に提供できる

体制で子育て支援を行うこと。 

２ 子育て支援を行うに当たっては、地域の

人材、社会資源等の活用を図るよう努める

こと。 

 

【教育・保育時間等について】（第１３条） 

１ 保育を必要とする子どもに対する教育及

び保育を行う時間は、１日８時間を原則と

し、保護者の労働時間その他家庭の状況等

を考慮して定めること。 

２ 開園日数及び開園時間は、保育を必要と

する子どもに対する教育及び保育を適切に

提供できるよう、保護者の就労状況等地域

の実情に応じたものとすること。 

 

【運営状況の評価等について】(第１７条) 

  子どもの視点に立った評価を行い、結果

公表等を通じて教育及び保育の質の向上に

努めること。 

保育従事職員の資質向上

等（第１０条） 

情報開示（第１４条） 

平等取扱原則（第１５条） 

掲示（第１８条） 

 

 

別紙 
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